
 

明石港周辺の利活用について 

（明石港東外港地区再開発計画） 

 

本市では、明石駅周辺における中心市街地の活性化につきましては、明石市中心市街地活性化基本計

画を策定し、市民図書館や市民広場など公共施設を含む駅前再開発ビルの整備をはじめ、様々な活性化

事業を展開し取り組んできたところです。 

一方、兵庫県におきましても、中心市街地の南の拠点である明石港周辺のうち、課題であった東外港

地区（いわゆる砂利揚場）の再開発計画について、これまで５回の検討委員会が開催され、策定に向け

た取り組みが進められています。 

今後は、兵庫県と一層連携して、明石港周辺の利活用を図り、本市の更なる活性化に向け取り組んで

まいります。 

 

１．兵庫県の明石港東外港地区再開発計画の概要 

（１）目的 

明石市の中心市街地では、明石駅前南地区再開発事業など、活性化に向けた取り組みが進展してい

る。 

一方で、中心市街地の南の拠点である明石港周辺については、過去からの産業利用により、地区の

有する素晴らしい景観など地域資源の有効活用がなされていないことから、明石港周辺のあり方や、

東外港地区に望まれる将来像を踏まえ、中心市街地の南の拠点として形成するため、明石港東外港地

区公共ふ頭及び展望公園を対象とした再開発計画を策定する。 

（２）策定経過 

（３）計画地における土地利用の基本的な方向性 

中心市街地の南の拠点を形成し、回遊性を高めることにより、中心市街地のさらなる「賑わいの創

出」を図る。（別紙資料：「明石港東外港地区再開発計画（案）（概要版）」のとおり） 

（４）今後のスケジュール 

H29.12《予定》 H29～H30 H31～ 

明石港東外港地

区再開発計画の

公表《予定》 

公募に向けた事業化可能性調査・検討の実施 

（事業者へのヒアリング） 

（公募条件の整理） 

（関係者との調整） 

公 募 

（事業者の決定） 

 

２．本市の今後の取り組み 

市としましては、明石港東外港地区再開発の実施に向け、地域住民、商業者等からの意見調整など

を行い、県との連携を強化するとともに、明石港周辺の利活用計画についても、東外港地区を含む中

心市街地活性化基本計画に掲げる南の拠点形成がされるよう、策定に向け取組んでまいります。 

 

総 務 常 任 委 員 会 資 料 

平成 29年（2017年）12月 12日 

政 策 局 都 市 開 発 室 

H28.10～H29.10 明石港東外港地区再開発計画検討委員会（計５回）※本市も委員として参画 

 H28.11.5～25（3週間）アイデア募集（応募者 138人アイデア 483件） 

H29.9.1～14（2週間）パブリックコメント（提出者 60人意見 198件） 

H29.12《予定》 明石港東外港地区再開発計画策定《予定》 



《参考》明石港東外港地区再開発計画（案）抜粋 

 

再開発にあたって留意すべき事項（４７ページ） 

 

 

１）事業実施にあたり、土地利用の基本的な方向性に合致するとともに、各方針（①～⑥）を満

足するよう、施設を効果的に配置することが必要である。  

 

２）魚の棚など周辺の既存施設に対しては、競合を回避するとともに役割分担する等、共存共栄

を図ることが必要である。  

 

３）中心市街地～計画地～大蔵海岸等、来訪者の回遊を促すための方策（歩行者導線の確保や案

内サイン整備）が必要である。  

 

４）来訪者のさらなる増加を目指すため、観光行政と連携を高めて、誘客ターゲットに対応した

方策（効果的な PRやリピーター獲得策）を検討・実施することが必要である。  

 

５）外部からの来訪者を呼び込むだけでなく、地域住民にとっても快適で活気溢れる場となるよ

う配慮が必要である。  

 

６）来訪者を迎え入れるため、不足している観光バス等の駐車場確保や中心市街地からのアクセ

ス改善等、課題に対応した施設整備も必要である。  

 

７）景観保持の観点から、計画背後地等からの明石海峡の眺望に配慮した施設計画（高さ、建物

配置）が必要である。  

 

８）計画地は明石海峡の「海」を感じることができる貴重な場所であるため、民間事業者が整備

に参加する場合でも、特定者による占有は極力抑え、県民・市民等が利用できる空間を広く

確保する必要がある。  

 

９）計画地の限られたスペースを有効に活用するため、各機能の適正規模を勘案し、施設の計画・

配置を行うことが必要である。  

 

10）将来需要や時代の要請に応えていくため、土地利用の転換など開発には柔軟性が必要であ

る。  

 

11）施設整備にあたっては、子育て世代や高齢者、障害者への配慮が必要である。  

 

12）計画地の持続的発展を目指して、地域が参画し関わることができるよう、開発者は地元関

係者と協議・調整する仕組みが必要である。 






